
（様式第７号）

○○市町村長　殿

組織名

代表者名　

１．環境保全型農業直接支払交付金の実施状況

□ 報告内容は全て実施済みである □ 報告内容は見込みのものも含まれる

（注１）該当する項目の□に■を入れること。
（注２）関係書類として共通様式第３号（別紙）の営農活動計画書に準じた営農活動実施状況報告書を作成すること。

   年　　月　　日

記

○○年度　環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書

　環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10954号生産局長
通知）の第８の４の（１）のアに基づき、○○年度の環境保全型農業直接支払交付金の実施状況
について、下記のとおり報告します。

提出先の市町村⻑名を記載してください。

提出年⽉⽇を記載してください。
実施状況報告書は令和８年１⽉末⽇までに対象活動を実施した農地が所在す

る市町村に提出してください。



（別紙）

（注１） 該当する項目の□に■を入れること。
（注２） 認定を受けた計画の内容から変更があるときは、営農活動計画書に変更箇所を

加筆修正して提出すること。（二段書きとし、修正前を括弧書で上段に記載）

環境保全型農業直接支払交付金
（３号事業様式）

□　営農活動計画書

□　営農活動変更計画書

■　営農活動実施状況報告書

□　営農活動実績報告書

⽤語の説明
【対象活動について】
「化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせ

て⾏う地球温暖化防⽌や⽣物多様性保全等に効果の⾼い営農活
動」
（堆肥の施⽤の取組、緑肥の施⽤の取組、炭の投⼊の取組、総合
防除の取組、有機農業の取組、地域特認取組のこと）をいいます。

【推進活動について】

該当する箇所にチェックしてください。
※チェックは■⼜は にしてください。



Ⅳ.３号事業（環境保全型農業直接支払）

１　自然環境の保全に資する農業の生産方式
区域内の農地において以下の取組を行う。

■

■

■

■

■

■ （都道府県知事が特に必要と認める取組　※地域特認取組名を記載）

（注１）該当する取組内容の□に■を入れる。　　
（注２）複数の地域特認取組に取り組む場合は行を追加すること。　　

２　自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施時期

（１）令和７年度～令和11年度

                                

実施時期 作物名

５月 水稲

12月～翌年３月 水稲

６月 大豆

11月～翌年10月 りんご

９月～翌年２月 ほうれん草

５月～10月 水稲

５月～10月 水稲

(注１）　備考欄は、化学肥料及び化学合成農薬の低減割合の特例を活用する場合、その低減割合を記入すること。

(注２)　有機農業の取組の場合、対象取組の実施時期は主作物の栽培時期を記入すること。

(注４)　実施年度によって対象取組等が異なる場合は、年度別に作成すること。

(注５） 必要に応じて欄を追加すること。

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する取組と炭
素貯留効果の高い堆肥の施用を組み合わせた取組（堆肥の施用の取組）

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する取組と緑
肥の施用を組み合わせた取組（緑肥の施用の取組）

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する取組と炭
の投入を組み合わせた取組（炭の投入の取組）

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低減する取組と総
合防除を組み合わせた取組（総合防除の取組）

有機農業（化学肥料及び農薬を使用しない農業）

対象取組
化学肥料及び化学合成農薬を

５割以上低減する活動
備考

取組の内容 栽培時期

炭の投入 ６月～12月

総合防除 11月～翌年10月
３割低減、年度またぎの取組
交信かく乱剤

堆肥の施用 ５月～10月 メタン対策：長期中干し

緑肥の施用 ５月～10月
カバークロップ
メタン対策：前年度の秋耕

有機農業
（炭素貯留効果の高い有機農業）

５月～10月
炭の投入
４月

(注３)　有機農業の取組を実施するにあたり、併せて取組拡大加算を実施する場合は、備考欄に「取組拡大加算実施：指導を受ける農業者氏名」
を記載すること

有機農業 ９月～翌年２月
取組拡大加算実施
指導を受ける農業者：農林 太
郎

有機農業 ５月～10月

構成員が取り組む全ての対象活動にチェックしてください。
※チェックは■⼜は にしてください。

地域特認取組に取り組む場合は、取組名を記載してください。
取組名が⻑い場合は、略称で記載することも可能です。
（例）○○○と化学肥料・化学合成農薬不使⽤栽培→  不使⽤栽培の取組

化学肥料・化学合成農
薬の低減割合の特例を活
⽤する場合は、備考に記⼊
してください。
また、総合防除で定められ
た取組のうち、実施予定の
取組を１つ記載してください。

緑肥の施⽤のうち、実施予定の取組を記載してださい。
また、主作物が⽔稲である場合は、実施予定のメタン対策を１つ記
載してください。

作物名は、「⽔稲、飼料作物、⻨・⾖類、いも・野菜類、
果樹、茶、花き・その他」程度の分類で記載することも可能
です。

炭素貯留効果の⾼い有機農業
（16,000円）であることが分かるよ
うに記載して下さい。

堆肥の施⽤・緑肥の施⽤・炭の投⼊
のいずれか実施する取組名と実施時
期を備考に記⼊してください。

・ 実施時期欄には、対象取組の開始から終了までの実施時期の予定を記載してください。
堆肥の施⽤︓堆肥の施⽤時期
緑肥の施⽤︓播種から⼟壌に還元するまでの時期
炭の投⼊︓炭の投⼊時期
総合防除︓IPMを実践する上で必要な農作業の各⼯程の開始から終了までの時期
有機農業︓播種（⼜は定植）から収穫までの時期
（果樹等の永年性作物については、前作の収穫から今年の収穫までの時期）

地域特認取組︓都道府県や市町村の指⽰に従ってください。



■

□

□

□

□

■

□

□

■

□

□

□

（注）該当する活動内容の□に■を入れる。　　

３　自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための
　活動の内容（いずれか1項目以上を実施）

活動内容 実施時期

④　自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除
     等の実施

⑤  ICTやロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組

○　自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動

⑥　地域住民との交流会（田植えや収穫等の農作業体験等）の開催 10月

○　自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動

①　技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布 ４月、12月

②　実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査

③　先駆的農業者等による技術指導

⑩　農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用

⑪　 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動
　　の促進等に関する法律第21条第１項に規定する特定環境負荷低減事業活
　　動実施計画の認定を受けている場合又は当該年度までに認定を受ける見込
　　みがある場合

⑫　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑦　土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定

○　その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動

⑧　耕作放棄地の復旧及び復旧した農地における自然環境の保全に資する
     農業生産活動の実施

⑨　中山間地及び指定棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動を実施
　　（農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る。）

取り組む予定の推進活動について、①から⑪の中からチェックしてください。
（１つ以上取り組む必要があります）。また、実施する予定の時期を記載してください。
※チェックは■⼜は にしてください。

⑨ に取り組む場合には、取組⾯積の過半が中⼭間地⼜は指定棚⽥地域であることを確認の上、
「４ 交付⾦額」の「□ 取組⾯積の過半が中⼭間地⼜は指定棚⽥地域」に取組⾯積を記載し、チェックしてください。
※チェックは■⼜は にしてください。



（１）令和７年度

a 円

a 円

(100)

90 a 円

a 円

a 円

a 円

(100)

80 a 円

a 円

a 円

a 円

100 a 円

■ 取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域

（注２）実施面積は、対象活動別（同一の対象活動であっても、単価毎）に合計して、a未満を切り捨てた値を記載すること。

（注３）実施年度によって取組面積が異なる場合は、年度別に作成すること。

（注４）取組拡大加算の実施面積は、他の対象活動と記入欄を別にすること。

（注５）（地域特認取組名）には地域特認取組名を記載すること。

（注６）交付単価を複数定めている対象活動を実施した場合など、必要に応じて行を追加すること。

＜添付書類＞
（１）農業者の組織する団体の場合

・規約
（２）実施要領第１の２の（２）農業者の場合

・複数の農業者で構成されていることが分かる書類
（３）確認書類（実施状況報告、実績報告時に提出）

・生産記録
・土壌診断結果書類の写し（堆肥の施用の取組及び炭素貯留効果の高い有機農業の取組を実施した場合）
・資材証明書等の写し（総合防除（天敵等生物農薬を利用した場合）又は有機農業の取組を実施した場合）
・環境負荷低減のチェックシート
・その他、地方農政局長等、都道府県知事又は市町村長が求める書類
・また、構成員別実施面積（別添）を添付すること。

堆肥の施用の取組（水稲○○t/10a） 100 1,800 円/10a 18,000

緑肥の施用の取組 5,000 円/10a

４　交付金額

対象活動 取組面積 交付単価 年当たり交付金額上限

堆肥の施用の取組 100 3,600 円/10a 36,000

炭の投入の取組 100 5,000 円/10a 50,000

総合防除の取組 100 4,000 円/10a 40,000

100 8,000 円/10a 80,000

総合防除の取組（そば） 100 2,000 円/10a 20,000

有機農業の取組 14,000 円/10a

取組拡大加算 4,000 円/10a 40,000

（注1）「３　自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容」において、
　　　　「⑨　中山間地及び指定棚田地域において自然環境の保全に資する農業生産活動を実施」に取り組む場合は、取組面積の過
　　　　半が中山間地又は指定棚田地域であることを確認の上、□に■を入れること
　　　　（実施年度によって取組面積が異なる場合は、年度別に記載すること。）。

(50,000)

45,000

(140,000)

112,000

(594,000)
合計 900

対象活動 取組面積 交付単価 年当たり交付金額上限

561,000

有機農業の取組
（炭素貯留効果の高い有機農業）

100 16,000 円/10a 160,000

（地域特認取組名）

推進活動で⑨を選択した場合は、取組⾯積の過半が中⼭間地⼜は指定棚⽥地域であることを確認の上、
チェックを⼊れてください。※チェックは■⼜は にしてください。

地域特認取組に取り組む場合は、取組名を記載してください。
取組名が⻑い場合は、略称で記載することも可能です。

堆肥の施⽤、総合防除、有機農業において、以下の場合は⾏を追加してください。
・ 堆肥の施⽤の取組において、施⽤量に応じた10a当たりの交付単価の設定をしている場合
・ 総合防除及び有機農業の取組において、「そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物」に取り組む場合、

「炭素貯留効果の⾼い有機農業」に取り組む場合

⾯積はa未満を切り捨てた値で記載してください。

単独で事業を実施しようとする農業者（個⼈、法⼈）かつ
複数の農業者で構成される法⼈（農業協同組合を除く。）を指しま

実施状況報告、実績報告時は該当する書類を添付してください。



(別添）

組織名 環境営農組合

１．構成員別実施面積

氏名
対象取組
（内容）

化学肥料及び化学合
成農薬を５割以上低減

する活動（作物名）

実施面積
（a）

備考

農林　⼀郎 堆肥の施⽤ ⽔稲 100 メタン対策：長期中干し

農林　⼀郎 堆肥の施⽤ たまねぎ 100

農林　⼀郎 緑肥の施⽤ ⽔稲 100 カバークロップ
メタン対策：前年度の秋耕

農林　⼀郎 有機農業 ⽔稲 100

農林　⼆郎 炭の投⼊ ⼤⾖ 100

農林　⼆郎 総合防除の取組 りんご 100

農林　三郎 総合防除の取組 そば 100

農林　三郎
有機農業の取組
（炭素貯留効果の⾼い有機農
業）

⽔稲 100 炭の投入

株式会社環境 （地域特認取組名） 大豆 100

900

２．構成員別実施面積（うち取組拡大加算）

指導を受けた者 主に指導を実施した者

農林　三郎 農林　⼀郎 100

100

　　 （注１）生産者別、対象取組別に記載すること。
（注２）必要に応じて行を追加すること。

合計（a）

自然環境の保全に資する生産方式を導入した農業生産活動の実施面積

合計（a）

 氏名
実施面積

（a）
指導を受けた内容

①病害⾍防除の現地指導
②有機質資材選定の指導
③除草の時期・⽅法に係る現地指導

・ 構成員別に記載してください。

主に指導を受けた内容について、簡潔に全て記載してください。

作物名は、「⽔稲、飼料作物、⻨・⾖類、いも・野菜類、果樹、茶、花き・その他」程度の分類で記載することも可

緑肥の施⽤のうち、実施予定の取組を記載してださい。
また、堆肥の施⽤、緑肥の施⽤、総合防除のうち、主作物が⽔稲で
ある場合は、実施したメタン対策を１つ記載してください。

堆肥の施⽤・緑肥の施⽤・炭の投⼊のいず
れか実施した取組名を備考に記⼊してくださ



（様式第15号） 年　　　　月　　　日
組織名又は法人名：

○○市町村長　殿

  
  

連絡先

　
  

実施状況 翌年度
取組計画 実施状況 翌年度

取組計画

1 ☑ ☑ 12 □ □
2 □ □
3 ☑ 〼 実施状況 翌年度

取組計画

4 □ □ 13 □ □

実施状況 翌年度
取組計画 実施状況 翌年度

取組計画

5 □ □ 14 □ □
6 □ □ 15 □ □
7 □ □
8 □ □ 実施状況 翌年度

取組計画

9 □ □ 16 □ □
17 ☑ ☑

実施状況 翌年度
取組計画 18 □ □

10 □ □

□

氏名（法人の場合は代表者名）

住所

環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10954号生産局長通知）第８の４の（１）のウに基づき以下のとおり、環境負荷低減のチェックシートについて、報告します。

（１）適正な施肥 （４）悪臭及び害虫の発生防止

肥料の適正な保管 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

肥料の使用状況等の記録・保存
作物特性やデータに基づく施肥設計
（簡易土壌診断、前作の収量等） （５）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分
有機物の適正な施用による土づくりを検討
（堆肥や有機質肥料、緑肥等の活用等）

廃棄物の削減や適正な処理（プラスチック等の資材の使用量又は排出量削減
や廃棄の際の処分の適正化）

（２）適正な防除 （６）生物多様性への悪影響の防止
病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備
（健全種苗の使用、病害虫の発生源除去等）

病害虫・雑草の発生状況を把握した上での防除要否及びタイミングの判断
（発生予察情報の活用による防除等）（再掲）

病害虫・雑草の発生状況を把握した上での防除要否及びタイミングの判断
（発生予察情報の活用による防除等）

多様な防除方法（防除資材、使用方法）を活用した防除
（物理防除・生物防除の活用等）（再掲）

多様な防除方法（防除資材、使用方法）を活用した防除
（物理防除・生物防除の活用等）

農薬の適正な使用・保管 （７）環境関係法令の遵守等

農薬の使用状況等の記録・保存 みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

（３）エネルギーの節減 農業機械・装置・車両の適切な整備と管理の実施
（定期メンテナンス、点検記録作成等）

農業機械、ハウス等の電気・燃料の使用状況の記録・保存

翌年度、当該事業を取り組まない

（注１）農業生産活動の実態に応じて実際に取り組んだ内容について、□欄に✔を記入してください。該当しない場合は、□欄には／（斜線）を記入してください。　　　　
（注２）翌年度に取り組む予定の項目について、□欄に✔を記入してください。該当しない場合は、□欄には／（斜線）を記入してください。　　　　

（注３）翌年度に当該事業に取り組まない場合は、翌年度取組計画欄に／（斜線）を記入し、「翌年度、当該事業を取り組まない」の□欄に✓を記入してください。

環境負荷低減のチェックシート

19 □
正しい知識に基づく農作業安全に配慮した適正な作業環境への改善
（作業方法の改善や危険箇所の表示、保護具の着用、機械・器具の操作方法
確認等）

□
11 □

温室効果ガスの排出削減に資する技術の導入
（省エネに留意した適切な農業機械・装置・車両の使用、農場由来の温室効果
ガス削減、ほ場への炭素貯留等）

□

＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞
・　本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。
・　記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省で使用し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。　

確認しました→ ☑



よくあるご質問について

確認対象者は抽出するとのことですが、
どのくらいの割合で抽出されるのですか？

事業ごとに、チェックシートに取り組んだ人数の平方根を上限に抽出
することを検討しています。
（例：チェックシートに取り組んだ方が100人→確認対象者10人）

現地に確認に来るということですが、
確認には誰が来るのでしょうか？

確認には、農林水産省の職員が訪問する予定です。

「みどりチェック」（環境負荷低減のクロスコンプライアンス）を実践して
いなかった場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。

令和８年度までは試行実施期間ですので、実践されていない場合
でもペナルティ措置は行わず、改善指導を行います。
令和９年度以降の本格実施では、複数回にわたる改善指導を行っ
ても改善を見込まれない場合に、ペナルティ措置を実施します。
ペナルティ措置の内容は今後検討してまいります。

「みどりチェック」（環境負荷低減のクロスコンプライアンス）を実践した
ことを証明するため、証拠書類が必要ですか？

「みどりチェック」の実施状況については、聞き取り・目視により確認
することとしています。そのため、証拠書類は必須ではありません。
一方で、取組内容に応じて、可能な場合には農薬、肥料、電気・燃料の
使用記録等を見せていただきたいと考えています。

農林⽔産省⼤⾂官房みどりの⾷料システム戦略グループ
（直通）03-6744-1865お問合せ先

農林⽔産省HPの「環境負荷低減のクロスコンプライアンス」ページに、
業種ごとのチェックシートの解説書やQA集を掲載しています。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/kurokon.html

詳しく知りたい⽅はこちら
解説書などはこちらから︕

〜「みどりチェック」は誰もが取り組める環境負荷低減への「初めの⼀歩」です。〜


